
〈2016. ⑪広報よいち　４〉

～　里親制度をご存知ですか　～

　様々な事情により家庭で暮らせない子どもたちは、全国で約４万６千人います。

　こうした子どものうち、自分の家庭に迎え入れて育てる方を「里親」と言います。

　里親制度には、一般的な「養育里親」のほか、養子縁組限定の「養子縁組里親」、両親の死亡・失踪・拘留、

入院等により祖父母等がお孫さんを養育するような「親族里親」もあります。

　家庭的環境が子どもの養育に望ましいと言われており、ここ十数年で里親に委託されている子どもの数は

２．６倍に増加しています。

　しかし、中央児童相談所管内（石狩管内、後志管内）では里親登録数が多い地域と少ない地域があるため、

管内各地に里親さんが増えていくことが望まれています。

　「里親」は特別な方しかなれないわけではなく、実際にはどこにでもいる普通の家庭のお父さん、お母さ

んたちです。

　里親さんに委託する子どもは、年齢、委託期間が様々ですが、里親さんのお仕事の状況や家庭のご事情、

経験年数などを勘案し、里親さんにとって受け入れ可能な子どもを委託する方針です。

　是非、里親として登録され、家庭で生活できない子どもたちの養育を担っていただければと思います。

◆問合せ　北海道中央児童相談所（札幌市中央区円山西町２丁目１－１）
　　　　　（担当：矢野）　☎０１１－６３１－０３０１

家庭で暮らせない子どもの支援を必要としています

　事業主の皆さん。労働保険の加入はお済みですか。労働保険に加入して、従業員の方々が安心して働ける職

場にしましょう。

　労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、労働者の生活の安定、福祉の増進等を図ることを目的に、国

が直接管理運営している保険です。農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇用する事業については、法

人・個人を問わず加入が義務づけられています。

◆問合せ　厚生労働省 北海道労働局 総務部 労働保険徴収課　☎０１１―７０９―２３１１

　　　　　ハローワークよいち　☎２２―３２８８

１１月は、労働保険適用促進強化期間です！

　11 月 14 日（月）から 11 月 20 日（日）までは、全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間です。

　夫やパートナーからの暴力、職場におけるセクシュアル・ハラスメントなど、女性の人権に関する悩みごと

や心配ごとについて、法務局職員や人権擁護委員が電話相談時間を延長して対応し、解決に導きます。
　相談は無料で、秘密は厳守されます。お気軽にご相談ください。

専用相談電話　0570 － 0
ゼロナナゼロのハートライン

7 0 － 8 1 0
◆相談時間は次のとおりです。
　11 月 14 日（月）～ 18 日（金）　11 月 19 日（土）、20 日（日）

　　　午前８時 30 分～午後７時　　　午前 10 時～午後５時

全国一斉「女性の人権ホットライン」 強化週間のお知らせ

　人権問題、結婚・離婚、夫婦・親子等の問

題、不動産・金銭のトラブル、うわさ・暴言

によるいやがらせ、雇用・解雇・給与等の問

題、児童・生徒のいじめ・体罰の問題、差別

問題、その他日常生活の中の様々な問題でお

困りの方はお気軽にご相談ください。

（相談は無料で、秘密は固く守られます。）

人権イメージキャラクター

人ＫＥＮまもる君　人ＫＥＮあゆみちゃん

余市町の人権擁護委員はこちらの方です
　委員氏名　安　田　　亘
　委員氏名　澤　野　宗　一
　委員氏名　大　澤　尚　史
　委員氏名　芳　賀　よう子
　委員氏名　山　本　茂　雄
　委員氏名　松　原　千鶴子（新任：10 月 1 日から
　　　　　　　　　　　　　　　　 法務大臣より委嘱）


